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事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
三
十
日

�

宮
城
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知
事　
　

村　
　

井　
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�

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
七
号
中
ウ
を
ク
と
し
、
ナ
か
ら
ム
ま
で
を
ウ
か
ら
ノ
ま
で
と
し
、
ノ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

オ�　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機

関
連
携
薬
局
の
変
更
の
届
出
の
受
理

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
七
号
ネ
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
号
ネ
を
同
号
ム
と
し
、
同
号
ツ

中
「
第
一
条
の
四
か
ら
第
一
条
の
七
ま
で
」
を
「
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
五
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ツ
を
同
号
ナ

と
し
、
同
号
ナ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ラ�　

政
令
第
二
条
の
七
か
ら
第
二
条
の
十
ま
で
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の

認
定
証
の
交
付
、
書
換
え
交
付
、
再
交
付
及
び
返
納
の
受
領

　

第
六
条
第
一
項
第
二
十
七
号
ソ
中
「
第
六
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ソ
を
同
号

ネ
と
し
、
同
号
レ
中
「
薬
局
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
地
域
連
携
薬
局
若
し
く
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
」

を
加
え
、
同
号
レ
を
同
号
ツ
と
し
、
同
号
中
タ
を
ソ
と
し
、
ヨ
を
レ
と
し
、
同
号
カ
中
「
第
四
十
条
の
五
第
二
項
及
び

第
四
項
」
を
「
第
四
十
条
の
五
第
二
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
同
号
タ
と
し
、
同
号
ワ
を
同
号
ヨ
と
し
、

同
号
ヲ
中
「
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同
号

カ
と
し
、
同
号
中
ル
を
ワ
と
し
、
ヌ
を
ヲ
と
し
、
リ
を
ル
と
し
、
同
号
チ
中
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
三
項
及
び
第

十
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
ト
中
「
第

十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号

リ
と
し
、
同
号
中
ヘ
を
チ
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ホ
か
ら
ト
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
中
「
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
、「
第
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
第
八
項
」
に
、「
第
二
十
八
条
第
三
項
た

だ
し
書
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
、「
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
五
条
第
四
項

た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
及
び
そ
の
更
新

　
　

ハ　

第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
及
び
そ
の
更
新

　

第
十
四
条
第
十
号
イ
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
動
物
用
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
の
」

を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ�　

第
四
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
用
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
及

び
貸
与
業
の
休
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

　

第
十
四
条
第
十
号
ハ
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
第
六
十
九
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
に
、「
立
入
検
査
等
」
を
「
動

物
用
管
理
医
療
機
器
（
動
物
用
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。）
の
販
売
業
者
及
び
貸
与
業
者
に
対
す
る
報
告
の

徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ�　

第
六
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
用
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
者
及
び
貸
与
業
者
並
び
に
動
物
用
管

理
医
療
機
器
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
六
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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�

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ヱ
を
ホ
と
し
、
ユ
か
ら
シ
ま
で
を
イ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
号
キ

中
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚

生
省
令
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。）」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
号
キ
を
同
号
ン
と
し
、
同

号
中
サ
を
セ
と
し
、
セ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ス�　

地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
変
更
の
届
出
の
受
理
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。）
第
十
六
条
の
三
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ア
を
モ
と
し
、
テ
を
ヒ
と
し
、
エ
を
ミ
と
し
、
ミ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　
　

シ�　

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
証
の
交
付
、
書
換
え
交
付
、

再
交
付
及
び
返
納
の
受
領
（
政
令
第
十
六
条
の
三
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
六
条
の
五
、
第
十
六
条
の
六
）

　
　

ヱ�　

基
準
確
認
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
（
政
令
第
二
十
六
条
の
四
、
第
二
十
六
条
の
五
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
コ
中
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。）」
を
「
政

令
」
に
改
め
、
同
号
コ
を
同
号
メ
と
し
、
同
号
中
フ
を
サ
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

キ�　

地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
証
の
交
付
、
書
換
え
交
付
、
再
交
付
及
び
返
納
の
受

領
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六

年
政
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
七
、
第
二
条
の
八
、
第
二
条
の
九
、

第
二
条
の
十
）

　
　

ユ�　

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
に
対
す
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
（
政
令
第
二
条
の
十
二
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ウ
を
ヤ
と
し
、
ヰ
か
ら
ケ
ま
で
を
マ
か
ら
ア
ま
で
と
し
、
同
号
ム

中
「
行
為
の
中
止
命
令
等
及
び
措
置
の
要
請
」
を
「
違
反
広
告
に
係
る
措
置
命
令
等
」
に
改
め
、
同
号
ム
を
同
号
ク
と

し
、
同
号
中
ラ
を
オ
と
し
、
ホ
か
ら
ナ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ノ
ま
で
と
し
、
ニ
を
ト
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

チ　

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
所
の
基
準
適
合
に
係
る
調
査
及
び
基
準
確
認
証
の
交
付（
第
十
四
条
の
二
）

　
　

リ�　

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
変
更
計
画
の
確
認
に
お
い
て
行
う
基
準
適
合
に
係
る
製
造
所
の
調
査
（
第
十
四

条
の
七
の
二
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

へ�　

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
及
び
そ
の

更
新
（
第
十
三
条
の
二
の
二
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
を
ハ
と
し
、
同
号
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

地
域
連
携
薬
局
の
認
定
及
び
そ
の
更
新
（
第
六
条
の
二
）

　
　

ロ　

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
及
び
そ
の
更
新
（
第
六
条
の
三
）

　

別
表
第
一
農
政
部
長
の
家
畜
防
疫
対
策
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
ホ
を
チ
と
し
、
ニ
を
ヘ
と
し
、
ヘ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ト　

配
置
販
売
業
者
の
監
督
処
分
（
第
七
十
四
条
）

　

別
表
第
一
農
政
部
長
の
家
畜
防
疫
対
策
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

業
務
の
体
制
の
整
備
命
令
（
第
七
十
二
条
の
二
）

　
　

ホ　

違
反
広
告
に
係
る
措
置
命
令
等
（
第
七
十
二
条
の
五
）

　

別
表
第
一
家
畜
防
疫
対
策
室
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三�　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
営
業
所
管
理
者
の
兼
務
の
許
可
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

　

別
表
第
一
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
七
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再

交
付
（
動
物
用
医
薬
品
販
売
業
並
び
に
動
物
用
高
度
管
理
医
療
機
器
及
び
動
物
用
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業

及
び
貸
与
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
「
動
物
用
医
薬
品
の
販
売
業
、
動
物
用
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及

び
貸
与
業
並
び
に
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の
交
付
、
書
換
え
交
付
、
再
交
付
及
び
返
納
の
受
領
」

に
、「
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
」
に
改
め
、

同
号
ロ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ　

配
置
従
事
の
届
出
の
受
理
（
第
三
十
二
条
）

　
　

ニ　

配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
の
交
付
（
第
三
十
三
条
）

　
　

ホ　

販
売
従
事
の
登
録
（
第
三
十
六
条
の
八
）

　
　

ヘ　

動
物
用
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
の
許
可
及
び
そ
の
更
新
（
第
三
十
九
条
）

　
　

ト　

動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
及
び
そ
の
更
新
（
第
四
十
条
の
五
）

　
　

チ　

販
売
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
（
第
六
十
九
条
）

　

別
表
第
一
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
七
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ�　

動
物
用
医
薬
品
の
販
売
業
、
動
物
用
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
動
物
用
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
動
物
用
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。）
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
並
び
に
動
物
用
再
生

医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
休
廃
止
等
の
届
出
の
受
理
（
第
十
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
条
の
七
）
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別
表
第
一
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
中
「
第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
品
目
変
更
又
は
追
加
指

定
の
申
請
の
受
理
」
を
「
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

品
目
変
更
又
は
追
加
指
定
の
申
請
の
受
理
（
第
百
十
二
条
）

　
　

ロ�　

販
売
従
事
登
録
証
の
交
付
、
書
換
え
交
付
、
再
交
付
及
び
返
納
の
受
領
（
第
百
十
五
条
の
九
、
第
百
十
五
条

の
十
二
、
第
百
十
五
条
の
十
三
、
第
百
十
五
条
の
十
四
）

　
　

ハ　

登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
変
更
の
登
録
（
第
百
十
五
条
の
十
）

　
　

ニ　

登
録
の
消
除
（
第
百
十
五
条
の
十
一
）

　

別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専

決
事
項
の
項
第
二
十
二
号
中
ム
を
オ
と
し
、
ラ
を
ヰ
と
し
、
ヰ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ノ�　

地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
変
更
の
届
出
の
受
理
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
の
三
）

　

別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専

決
事
項
の
項
第
二
十
二
号
中
ナ
を
ウ
と
し
、
ネ
を
ム
と
し
、
同
号
ツ
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
の
十
三
」
に
改
め
、

同
号
ツ
を
同
号
ラ
と
し
、
同
号
ソ
中
「
第
一
条
の
四
、
第
一
条
の
五
、
第
一
条
の
六
、
第
一
条
の
七
」
を
「
第
二
条
の

二
、
第
二
条
の
三
、
第
二
条
の
四
、
第
二
条
の
五
」
に
改
め
、
同
号
ソ
を
同
号
ネ
と
し
、
同
号
ネ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

　
　

ナ�　

地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
証
の
交
付
、
書
換
え
交
付
、
再
交
付
及
び
返
納
の
受

領
（
政
令
第
二
条
の
七
、
第
二
条
の
八
、
第
二
条
の
九
、
第
二
条
の
十
）

　

別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専

決
事
項
の
項
第
二
十
二
号
レ
中
「
第
六
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
レ
を
同
号
ツ
と

し
、
同
号
タ
中
「
薬
局
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
地
域
連
携
薬
局
若
し
く
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
」
を

加
え
、
同
号
タ
を
同
号
ソ
と
し
、
同
号
中
ヨ
を
レ
と
し
、
ロ
か
ら
カ
ま
で
を
ニ
か
ら
タ
ま
で
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

地
域
連
携
薬
局
の
認
定
及
び
そ
の
更
新
（
第
六
条
の
二
）

　
　

ハ　

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
及
び
そ
の
更
新
（
第
六
条
の
三
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


